
【６．市民生活を支える機能性の高い快適なまち】
（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

<市街地や地域拠点の新たな魅力づくり>

（新） ・ 呉服町２・３番街区駐車場整備支援事業[市街地まちづくり推進課] 10,000

（新） ・ “大交流新時代”都市空間整備事業[観光プロモーション課、 549,403

公園緑化課、市街地まちづくり推進課、道路管理課] （再掲）

（新） ・ 70,000

＜“大交流新時代”都市空間整備関連＞

（新） ・ 鹿児島中央駅東口駅前広場環境整備事業[道路管理課] 10,000

＜“大交流新時代”都市空間整備関連＞

（拡） ・ 鹿児島中央駅周辺一体的まちづくり推進事業[市街地まちづくり推進課] 430,320

＜“大交流新時代”都市空間整備関連＞

（拡） ・ まちなか図書館（仮称）整備事業[図書館] 381,456

・ 中央町１９・２０番街区市街地再開発事業[市街地まちづくり推進課] 2,206,217

中央町１９・２０番街区市街地再開発組合が行う再開発ビルの本体工

事等に対し助成する。

千日町１・４番街区の再開発ビルと併せて設置する別敷地駐車場の

実施設計に対し助成する。

「まちなか図書館（仮称）」の床取得を行うとともに、什器の実施設計

等を行う。

令和の大交流新時代の幕開けを受け、鹿児島中央駅において陸の

玄関口にふさわしい都市基盤の整備や賑わいとゆとりのある都市空

間の創出等を行う。

のブロンズ像を追加する整備を行う。

鹿児島中央駅周辺において、まちなかのにぎわいと回遊性のさらな

る向上を図るため、電車通りデッキの工事等に対し助成するほか、民

間主体のまちづくりを見据えた社会実験を行う。

鹿児島中央駅東口駅前広場において、案内看板や休憩施設など、

鹿児島の陸の玄関口にふさわしい広場の修景整備を一体的に行う。
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【６．市民生活を支える機能性の高い快適なまち】
（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 千日町１・４番街区市街地再開発事業[市街地まちづくり推進課] 1,202,818

・ いづろ・天文館地区回遊空間づくり推進事業[市街地まちづくり推進課] 152

・ 中央町１６番街区駐車場整備支援事業[市街地まちづくり推進課] 123,006

（新） ・ 浜町１番街区再開発事業[市街地まちづくり推進課] 52,087

・ 鹿児島駅周辺都市拠点総合整備事業[市街地まちづくり推進課] 586,272

（新） ・ 吉野第二地区小宅地等対策事業[吉野区画整理課] 207,968

・ 土地区画整理事業の推進 6,161,980

　 　[区画整理課、吉野区画整理課、谷山都市整備課］

・ 雨水貯留施設整備事業（公共下水道事業特別会計）[水道局] 30,760

（元2月補正
250,000）

個性と魅力ある都市空間創出のため、６地区の事業を推進する。

吉野地区・谷山第二地区・郡山中央地区・谷山駅周辺地区

谷山第三地区・吉野第二地区

千日町１・４番街区市街地再開発組合が行う再開発ビルの本体工事

等に対し助成する。

中央町１９・２０番街区の再開発ビルと併せて設置する別敷地駐車場

の本体工事等に対し助成する。

浜町１番街区における「マンションの建替え等の円滑化に関する法

律」に基づく再開発の実施設計等に対し助成する。

土地区画整理事業の施行に伴う小規模宅地の減歩後の狭小宅地

対策等として小宅地等対策用地を取得する。

吉野第二地区土地区画整理事業に関連する雨水貯留施設の整備

に必要となる用地取得等を行う。

鹿児島駅自由通路や駅前広場の工事等を進め、自由通路の供用を

開始するとともに、上本町磯線の工事を行う。

千日町１・４番街区市街地再開発組合や周辺商店街と連携し、いづ

ろ・天文館地区における回遊性のさらなる向上やにぎわい創出を図

る。
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【６．市民生活を支える機能性の高い快適なまち】
（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 谷山地区連続立体交差事業（関連事業）[谷山都市整備課] 34,421

・ 都市計画関連事業［都市計画課］ 26,487

・ 市街地再開発促進事業[市街地まちづくり推進課] 889

<快適便利な住環境・交通環境づくり>

（新） ・ バス経路検索データ整備事業（交通事業特別会計）[交通局] 880

（新） ・ 国体おもてなしラピカ発売事業（交通事業特別会計）[交通局] 1,188

（拡） ・ 公共交通ビジョン推進事業[交通政策課] 10,269

（拡） ・ 渡り線その他分岐器更換事業（交通事業特別会計）[交通局] 99,728

（拡） ・ き電線更新事業（交通事業特別会計）[交通局] 81,788

地元の再開発に対する機運・熟度等を勘案しながら、事業化へ向け

て、勉強会の開催やコーディネーターの派遣等を行う。

電車通過時の安全性を確保し、利用者の乗心地向上を図るため、郡

元停留場付近の線路に敷設されている分岐設備の更換を実施する。

センターポール下に埋設されたき電線及び武之橋に設置されている

鉄塔など老朽化した設備を更新する。

谷山電停ロータリーの整備に向けた測量設計業務等を行う。

第二次かごしま都市マスタープラン（仮称）策定に向けた検討を行う

とともに、都市計画基礎調査の解析結果を基に、全市的な都市計画

見直しに向けた検討を実施する。

公共交通ビジョンの着実な推進を図るため、学識経験者、交通

事業者、行政等で構成する会議を開催し、施策の推進を図るほ

か、次期ビジョン策定に向けた基礎調査を行う。

国体を契機に本市を訪れる観光客等が、ＩＣカードラピカで市

電やシティビューを快適に利用できるよう、「国体おもてなし

ラピカ」を発売する。

インターネット上の地図で市営バスの経路や時刻表、運賃等の

検索ができるよう、国が示す仕様に合わせたデータを整備し、

経路検索事業者に提供する。

92 



【６．市民生活を支える機能性の高い快適なまち】
（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 公共交通不便地対策事業［交通政策課］ 173,832

・ 廃止バス路線対策事業［交通政策課］ 21,171

・ かごしまコンパクトなまちづくりプラン推進事業［都市計画課］ 380

・ コンパクトな市街地形成促進事業［都市計画課］ 114

・ 鹿児島駅前停留場整備事業（交通事業特別会計）[交通局] 428,494

・ 交通局ふれあい推進事業（交通事業特別会計）［交通局］ 208

・ 谷山線電車線柱建替え及び電車線改良事業 81,788

（交通事業特別会計）[交通局]

・ センターポール照明ＬＥＤ化事業（交通事業特別会計）[交通局] 13,703

かごしまコンパクトなまちづくりプランの着実な推進を図るため、協議

会の開催等により進捗を管理する。

土地利用ガイドプランに基づくまちづくりを推進するため、具体的な

実現化方策を検討する。

谷山線新設軌道区間や一部の併用軌道に設置されている電車線柱

を更新する。

鹿児島駅周辺都市拠点総合整備事業にあわせて、交通結節機能

の強化及び乗客へのサービス向上のため、電車停留場の整備工

事等を実施する。

交通局を身近に感じ、親しまれる施設となるよう電車運転体験やお

仕事体験、施設見学などを実施する。

公共交通不便地域における日常生活の交通手段を確保するため、

あいばすや乗合タクシー等について、改善を図りながら運行する。

県バス対策協議会において維持・存続が必要と認められた運行系統

等について、地域住民の日常生活や公共施設の利用に必要な公共

交通機関を確保するため、廃止路線代替バスを運行する。

センターポール照明に使用されている水銀灯をLEDへ更新する。
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【６．市民生活を支える機能性の高い快適なまち】
（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

（拡） ・ 団地再生推進事業[都市計画課] 9,398

・ 空き家等対策事業［建築指導課］ 10,558

・ 空家活用アドバイザー派遣事業[建築指導課] 200

・ 東西幹線・南北幹線道路の整備促進[街路整備課] 691

（新） ・ 公共下水道基本構想・全体計画策定事業 11,800

（公共下水道事業特別会計）[水道局]

（新） ・ 錦江処理場撤去関連業務（公共下水道事業特別会計）[水道局] 16,200

（新） ・ 処理場等運営手法検討事業（公共下水道事業特別会計）[水道局] 11,000

倒壊の危険性がある空家の解体に対し助成するとともに、所有者が

不明な場合は、条例に基づき、市が防護ネットの設置などを行う。

空家の所有者等に対し、専門的な知識を有する宅地建物取引士や

建築士をアドバイザーとして派遣することで、活用を促進し、危険な

空家の発生を抑制する。

鹿児島東西・南北幹線道路の早期整備に向けて、行政、議会、民間

が一体となって、国や県に対する要望活動等を実施し、整備の促進

を図る。

谷山処理場・中継ポンプ場及びマンホールポンプ所について、運営

手法を調査検討する。

今後の水需要の減少や老朽施設の更新需要の増加に対応し、下水

道事業の継続的な事業運営を図るため、事業の目標を定めた「基本

構想」と、事業内容や施設規模を定めた「全体計画」を策定する。

３年度の錦江処理場廃止に向け、解体手法の検討を行う。

団地の活性化に向けて、これまでの地域住民等との協働による検討

を踏まえた団地再生計画（仮称）を策定する。
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【６．市民生活を支える機能性の高い快適なまち】
（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

（拡） ・ 公園維持管理業務（砂場衛生管理対策、地域コミュニティ公園管理） 768,696

[公園緑化課]

（拡） ・ 都市公園建設事業[公園緑化課] 122,586

（拡） ・ 都市公園再整備事業[公園緑化課] 74,800

（拡） ・ 新交通バリアフリー基本構想推進事業[交通政策課] 3,420

（拡） ・ 次世代へつなぐ景観誘導事業[都市景観課] 2,474

（拡） ・ 無電柱化推進計画事業［道路建設課］ 166,900

（元2月補正

45,000）

（拡） ・ 公園施設長寿命化計画策定事業[公園緑化課] 28,400

谷山北分遣隊跡地、高塚公園（仮称）及び伊敷肥田公園（仮称）の

工事を行うとともに、坂之上東中公園（仮称）の設計を行う。

老朽化した施設の改修や不具合等が生じた施設の補修等を行い、

利用者の安全性と利便性の向上を図る。

新交通バリアフリー基本構想に基づき、バリアフリー化に関する各種

取組を推進するほか、次期基本構想策定に向けた基礎調査を行う。

城南線の測量設計を行うとともに、引き続き、地中化が完了した高麗

本通線の路面整備を行う。

慈眼寺公園周辺地区において、住民等との協働により景観計画を策

定するほか、景観法、景観計画及び景観条例に基づく届出制度や

景観重要建造物及び樹木の指定等により、良好な景観形成を誘導

する。

公園の安全で快適な利用のため、公園砂場の砂のかくはんや消毒

等を定期的に実施し、衛生管理対策を強化するほか、既存の愛護

清掃作業にトイレ清掃等を新たに追加し、地域コミュニティによる公

園管理を拡大する。

公園施設の長寿命化やライフサイクルコストの縮減を図るため、「公

園施設長寿命化計画」の見直しを行う。

95 



【６．市民生活を支える機能性の高い快適なまち】
（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 浄化槽整備事業補助金［環境保全課］ 148,543

・ 地域下水道施設整備事業（地域下水道事業特別会計への繰出金） 22,066

［南部清掃工場］

・ 道路、橋りょうの整備[道路建設課、道路維持課、谷山建設課］ 3,241,366

（元2月補正

55,000）

・ 幹線道路整備事業[道路建設課、谷山建設課] 654,480

（元2月補正

120,000）

・ 交通安全施設の整備[道路建設課、谷山建設課] 796,941

（元2月補正

30,000）

・ 建築行為に伴う市道後退用地整備事業［道路管理課］ 4,506

・ 道路ストック修繕事業［道路建設課、道路維持課、谷山建設課］ 1,030,649

（元2月補正

221,900）

安全に安心して通行できる道路空間の確保と良好な居住環境の形

成を図るため、市道に隣接する土地の建築行為に伴う市道後退用地

を土地所有者の寄附により取得し、簡易な舗装整備を行う。

道路、橋りょうの新設改良、舗装・維持補修、側溝の整備等を実施

する。

地域間道路や周辺団地とのアクセス道路及び公共施設に関連する

道路の整備を行う。

公共用水域の水質汚濁防止等を図るため、単独処理浄化槽や汲取

り便槽から合併処理浄化槽への設置換えを行う市民等に対して助成

する。

牟礼岡団地地域下水道ポンプ施設の工事及びマンホールポンプ設

置調査業務等に対する繰出しを行う。

交通事故が多発している道路その他緊急に交通の安全を確保する

必要がある道路について、歩道設置、ゾーン３０の整備など、交通安

全施設の整備を行う。

道路網の安全性・信頼性を確保するため、横断歩道橋・トンネル等

の点検・修繕を行うほか、個別施設計画に基づき適切な管理を行う。
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【６．市民生活を支える機能性の高い快適なまち】
（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 橋りょう長寿命化事業[道路建設課、道路維持課、谷山建設課] 721,923

（元2月補正

122,500）

・ 市道バリアフリー推進事業[道路建設課、道路維持課、谷山建設課] 439,900

（元2月補正

127,000）

・ 自転車走行ネットワーク形成事業[道路建設課] 139,200

・ 街路事業［街路整備課］ 68,820

・ 鹿児島港港湾整備事業費負担金［都市計画課］ 777,837

・ 屋外広告物による景観まちづくり事業［都市景観課］ 13,654

・ 地域景観掘り起こし事業［都市景観課］ 3,139

・ 景観づくり応援事業[都市景観課] 794

橋りょうの長寿命化並びに修繕及び架け替えに係る費用縮減のため、

「長寿命化修繕計画」に基づき、橋りょうの予防的・計画的な点検・修

繕を行う。

臨港道路鴨池中央港区線などの国直轄及び県施行の港湾整備事

業を促進する。

景観まちづくり賞、景観アドバイザー派遣及び景観まちづくり市民教

室等の実施により、景観形成に対する市民意識の高揚を図る。

与次郎ケ浜１３号線等の自転車走行空間を整備を行うことにより、自

転車走行ネットワークの充実を図る。

街路事業用地等の維持管理を行うとともに、県施行の街路事業を促

進する。

屋外広告物条例に基づく許可事務や違反屋外広告物の簡易除却、

中心市街地における是正指導等により、屋外広告物による景観まち

づくりを推進する。

景観づくりを推進している団体の活動、景観重要建造物・樹木の保

全等及び景観形成重点地区における建造物の修景に要する費用の

一部を助成する。

子ども、障害者、高齢者を含めすべての人々が安全かつ快適に歩行

や移動ができるよう、歩道のバリアフリー化を行う。
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【６．市民生活を支える機能性の高い快適なまち】
（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 都市公園安心安全対策推進事業[公園緑化課] 97,905

・ 公園施設（橋梁）長寿命化事業［公園緑化課］ 50,000

・ 港湾改修（施設改良）事業[河川港湾課] 12,500

・ 港湾の施設維持費[河川港湾課] 133,991

・ 都市景観施設マネジメント事業[都市景観課] 180,000

・ 都市計画道路調査事業[街路整備課] 24,757

・ 安全安心住宅ストック支援事業[建築指導課] 128,091

トイレのバリアフリー化や施設の改築等を行い、誰もが安心して利用

できる都市公園の整備を行う。

長寿命化計画に基づいて、田之浦橋（祗園之洲公園）及び９号歩道

橋（皇徳寺南公園）の補修工事を行う。

既存住宅の安全性を確保し、良質なストックの形成を図るとともに、

子育て・高齢者等世帯の安心な住まいづくりを支援するため、住宅

の耐震化やリフォームに対し助成する。

港湾施設の機能向上及び船舶の航行の安全を確保し、桜島爆発の

災害から地域住民の生命を守るため、避難港と小型漁船対策用港

湾施設について、泊地の浚渫や施設の整備等を行う。

道路交通の現状把握のため、道路交通量調査を行うほか、都市計

画道路の整備を推進するため、武武岡線の予備設計等を行う。

港湾施設の機能向上及び船舶の航行の安全を確保し、桜島爆発の

災害から地域住民の生命を守るため、避難港と小型漁船対策用港

湾施設について、泊地の浚渫や施設の整備等を行う。

港湾としての施設の充実を図るため、桜島港湯之持木地区、古河良

地区の整備を行うための測量設計を行う。

歴史と文化の道地区のガス灯本体を更新するとともに、整備後年数

が経過し老朽化が進んでいる都市景観施設について計画的かつ効

率的な維持管理を進める。
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【６．市民生活を支える機能性の高い快適なまち】
（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ 市営住宅建設事業［住宅課］ 817,288

・ 「お客様料金センター」の運営 412,712

（水道事業特別会計・公共下水道事業特別会計）[水道局]

・ 老朽施設更新事業（水道事業特別会計）[水道局] 801,387

・ 公共下水道事業（汚水）（公共下水道事業特別会計）[水道局] 2,005,291

・ クリプトスポリジウム等対策事業（水道事業特別会計）[水道局] 190,992

・ 水道施設等整備拡充事業（水道事業特別会計）[水道局] 713,426

・ 水道管改良事業（水道事業特別会計）[水道局] 64,490

・ 消火栓調査（水道事業特別会計）[水道局] 11,528

漏水による道路陥没や家屋被害などを未然に防ぐため、維持管理上

支障となっている配水管の布設替えを行う。

浄水場、水源地、配水池等の老朽化した施設の更新を行う。２年度

は、武之橋上電動弁の機械電気設備の更新等を行う。

「お客様料金センター」において、収納等の窓口業務を運営する。

南部処理場の機械設備の更新を行うとともに、吉野地区や土地区画

整理事業区域等に汚水管を布設するなど、生活環境の保全と下水

道の普及に努める。

クリプトスポリジウム等対策として、五ヶ別府水源地に浄水設備を新設

する。

消火栓の機能低下確認のため、昭和５７年以前に設置された消火栓

の調査を行う。

公営住宅等長寿命化計画等に基づき、居住性や設備水準の向上

を図るため、市営住宅の建替を行う。

（新規着工） ２～３年度 大明丘住宅 ３０戸（３４戸）

西伊敷第一住宅 ２７戸（３１戸）

※（ ）内は子育て仕様住戸を含む。

地域の水需要に対応した水道施設等の整備を行う。２年度は吉田地

域の吉水ポンプ所新設や郡山地域の送水管整備等を行う。
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【６．市民生活を支える機能性の高い快適なまち】
（単位：千円）

事         業          内          容 予  算  額

・ カラーデザインマンホール蓋の導入 887

（公共下水道事業特別会計）[水道局]

（拡） ・ 企業会計への繰出金（交通局、水道局、船舶局）[財政課] 3,996,648

下水道への関心を高めるため、観光資源等を活用したカラーデザイ

ンのマンホール蓋を設置する。

交通事業、水道事業、公共下水道事業及び船舶事業に係る経費に

ついて繰出基準等により繰出しを行う。

本年度は、新たに交通事業に対し経営安定化補助金、公共下水道

事業に対し雨水処理に要する経費を繰り出す。
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